
様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

工事の名称、場所、期間及
び種別

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名

称及び住所

随意契約によることとした根拠となる
会計細則の条項及び理由（企画競

争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

管理棟２階過労死センター
エアコン設置工事

令和1年7月30日
（株）オカモト
神奈川県相模原市中央区宮
下本町２－４０－５

会計細則第52条第9号に該当する
ため。

－ 1,715,040 － －

材料棟２００トン５００トン実験
室竪樋補修工事

令和1年8月7日
(株)興建社多摩支店
東京都東村山市野口町一丁
目13番地1

会計細則第52条第9号に該当する
ため。

－ 1,277,640 － －

労働安全衛生総合研究所
（登戸地区）
研究本館・生物棟昇降機修
繕工事　一式

令和1年11月13日

ジャパンエレベーターパーツ
（株）
埼玉県和光市新倉五丁目6
番50号

一般競争入札を行ったが不落で
あったため。
会計細則第53条第１項に該当する
ため。

－ 5,641,900 － －

本部棟４階災害資料室空調
機器工事

令和1年11月21日
(株)興建社多摩支店
東京都東村山市野口町一丁
目13番地1

会計細則第52条第9号に該当する
ため。

－ 2,475,000 － －

研究本館５２０号室　室内整
備

令和1年12月18日
（株）オカモト
神奈川県相模原市中央区宮
下本町２－４０－５

会計細則第52条第9号に該当する
ため。

－ 2,134,990 － －

随意契約に係る情報の公表（工事）



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

工事の名称、場所、期間及
び種別

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名

称及び住所

随意契約によることとした根拠となる
会計細則の条項及び理由（企画競

争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（工事）

加湿装置用純水装置交換 令和1年12月20日
(株)池田理化
東京都千代田区鍛冶町一丁
目8番6号

会計細則第52条第9号に該当する
ため。

－ 1,329,900 － －

研究本館B０５室　空調改修
工事

令和1年12月24日
第一工業（株）
神奈川県横浜市中区本町三
丁目３０番地の７

会計細則第52条第9号に該当する
ため。

－ 2,489,300 － －

生物棟№３年熱交換器用U
チューブ更新工事

令和1年12月25日
幸和システム（株）
千葉県市川市原木２－４－９

会計細則第52条第9号に該当する
ため。

－ 1,408,000 － －

研究本館２１８号室整備・管
理棟２階作業室拡張

令和2年1月15日
(株)イコムズ
東京都調布市上石原一丁目
17番地5

会計細則第52条第9号に該当する
ため。

－ 2,274,800 － －

倉庫新築工事 令和2年1月15日
（株）鈴木工務店
東京路小平市喜平町１－９
－１４

会計細則第52条第9号に該当する
ため。

－ 2,497,000 － －



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

工事の名称、場所、期間及
び種別

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名

称及び住所

随意契約によることとした根拠となる
会計細則の条項及び理由（企画競

争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（工事）

研究本館５０１・１１号室　分
電盤改修・増設工事

令和2年1月28日
大栄電気（株）
東京都中央区湊一丁目１４
番１５号

会計細則第52条第9号に該当する
ため。

－ 2,028,400 － －

研究本館　冷凍庫室（３２６号
室）新規エアコン設置

令和2年2月4日
（株）オカモト
神奈川県相模原市中央区宮
下本町２－４０－５

会計細則第52条第9号に該当する
ため。

－ 1,082,532 － －

研究本館４０４、４０６、４０８号
室　改修工事

令和2年2月10日
(株)イコムズ
東京都調布市上石原一丁目
17番地5

会計細則第52条第9号に該当する
ため。

－ 2,167,000 － －

ボイラーガス配管流量計取
付工事

令和2年3月17日
（有）横浜菅設
神奈川県横浜市神奈川区菅
田町１１３６－７

会計細則第52条第9号に該当する
ため。

－ 1,128,930 － －
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